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はじめに（総論）

○海外における違法伐採の影響

①世界の森林減少の原因の一つ
〔世界の森林の現状〕 出典：「State of the World’s Forests 2003 (FAO)」等

・世界の森林面積：約38億7千万ha （陸地面積の30%)
・森林分布：欧州 1,039百万ha、南米 886百万ha、アフリカ 650百万ha
・森林率：南米51%、欧州46%、北・中米26%、アフリカ22%、アジア 18%
・開発途上地域の熱帯林を中心に森林の減少が進行中であり、1990年から

2000年までの10年間に造林された面積を差し引いても、年平均で日本の国
土面積の約四分の一に当たる約940万haが減少

②持続可能な森林経営を著しく阻害するもの

→伐採が行われている国のみならず輸入国も含めて対応
すべき問題として国際的関心の高まり



はじめに（総論２）

○サミット等国際会議における議論

・平成10年（1998年）5月バーミンガム・サミット→「Ｇ８森林行動プログラム」

・平成12年（2000年）7月九州・沖縄サミット→緊急の課題と認識された。

・平成14年（2002年）6月カナナスキス・サミット→Ｇ８森林行動プログラム最終報

告書が公表され、国際社会の取組強化の重要性が指摘された。

・平成14年（2002年）9月持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブル

ク・サミット）→「アジア森林パートナーシップ」を正式に発足

・平成15年（2003年）6月エビアン・サミット→違法伐採問題に取り組むための国

際的な努力を強化することが議長総括に盛り込まれた。

・平成15年(2003年）6月日・インドネシア「共同発表」・「アクションプラン」

・平成16年（2004年）7月シーアイランド・サミット→アジア森林パートナーシップ

等を通じて違法伐採対策を推進したことが盛り込まれた。



はじめに（総論３）

○Ｇ８グレンイーグルズ・サミット

平成17年（2005年）７月：英国

「グレンイーグルズ行動計画」

・ 政府調達や木材生産国支援などの具体的行動に
取り組むことに合意した、Ｇ８環境開発閣僚会合
の結論を承認

→日本国政府は、「グリーン購入法」による具体的な
措置の導入を公表（日本政府の気候変動イニシ
アティブ）



違法伐採問題の経緯

○ 違法伐採は、世界における持続可能な森林経営に向けた取組を著しく阻害するもの。

○ 我が国は、2000年のＧ８九州・沖縄サミット以来、「違法に伐採された木材は使用しない」

という基本的考え方に基づいて、違法伐採問題の重要性を一貫して主張。

○ 違法伐採対策として、
・二国間、地域間、及び多国間での協力推進
・違法伐採木材の識別のための技術開発
・民間部門における取組の支援
を実施。

Ｇ８外相会合及び首脳会合（英国） Ｇ８首脳会合（フランス）

世界の森林に関する行動計画である「Ｇ８森林行動プロ
グラム」（違法伐採対策を含む）について合意。

小泉総理から、違法伐採対策のための国際的取組が重
要である旨発言。「違法伐採の問題に取り組むための国
際的な努力を強化するとの決意を確認した」旨を明記 し
た議長サマリーを公表。

Ｇ８首脳会合（沖縄）

「輸出及び調達に関する慣行を含め、違法伐採に対処す
る最善の方法について検討」 する旨の首脳声明について
合意。

Ｇ８首脳会合（カナダ） Ｇ８首脳会合（米国）

小泉総理から、違法伐採問題への取り組みを強調したＧ
８森林最終報告書（専門家会合報告）を歓迎し、その実施
も重要である旨発言。

アジア森林パートナーシップ等を通じた持続可能な森林経
営及び違法伐採対策を含 む「持続可能な開発のための
科学技術（３Ｒ行動計画）」を採択。

持続可能な開発に関する世界首脳会議（ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙ
ｸﾞ･ｻﾐｯﾄ）（南アフリカ）

違法伐採への国際的取組の必要性を強調した実施計画
を採択。「アジア森林パートナーシップ」を正式に発足。

Ｇ８首脳会合（英国）
政府調達や貿易規制、木材生産国支援等の具体的行動
に取り組むことに合意したG8環境・開発閣僚会合の結論
を承認。

日本とインドネシアの間で、違法伐採対策のための協力
に関する「共同発表」、「アクションプラン」に関係閣僚が
署名。
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２００２年６月

２００２年９月

２００３年６月
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２００４年７月
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違法伐採の定義

○一般的には、「それぞれの国の法令に違反して
行われる森林の伐採」を指すと理解されている。

※現時点において、国際的にも国内的にも明確に確立された定義はな
い。

→国内法の執行(law enforcement)は第一義的には当該国

政府の責任

→他方、木材輸入国が潜在的に違法伐採を助長しているお
それ

→木材生産国・消費国双方の行動が必要であるとの認識
が国際社会において醸成



違法伐採の現状

○インドネシア（我が国の合板製品の主要な
輸入先の一つ）

・同国で生産される木材の５０％以上が違法
に伐採されたものである旨の指摘

〔英国・インドネシア政府合同調査〕

○その他の地域（ロシア等）においても違法
伐採が存在する旨の指摘

〔環境ＮＧＯ等〕



世界各国の違法伐採の状況

●違法伐採とは？

○「違法伐採」の定義について、国際的に確立
されたものは存在しないが、一般的には、それ
ぞれの国の法律に反して行われる伐採を指す
ものと解されている。

○具体的には、
・正規の許可を得ていない伐採
・伐採禁止地域における伐採
・伐採が禁止されている樹種の伐採

等があげられる。

●違法伐採が多いとみられている地域

○東南アジア
（インドネシア、マレーシア等）

○ロシア
（ロシア極東地域等）

○アフリカ
（カメルーン、ガボン、コンゴ等コンゴ川流域）

○ブラジル
（アマゾン川流域）

●日本が木材を多く輸入している国の違法伐
採問題

○インドネシア
・インドネシア政府と英国政府の合同調査（１９９
９年）の結果においては、約５０％以上が違法
伐採であると分析されている。
・インドネシアは、政府が違法伐採の存在を認め、
国際的な協力を求めている唯一の国。

○マレーシア
・環境ＮＧＯ等により、インドネシア等から違法伐
採木材が流入し、マレーシア国内で加工、輸出
されていると指摘されている。
・日本とのFTA交渉において、両国が協力して違
法伐採問題等に取り組む旨の政治宣言が発出
される見込み。

○ロシア
・環境NGO等の調査によると、２０～３０％が違
法伐採であると言われている。
・ロシア政府は違法伐採は１％に満たないとの
見解。
・本年１１月頃にサンクトペテルブルグで、欧州・
北アジアの違法伐採問題に取り組むための「森
林法の施行とガバナンスに関する閣僚会合」が
開催される予定。



これまでの我が国の違法伐採対策

◇ 二国間(bilateral)、地域間(regional)及び
多国間(multilateral)での協力の推進

◇ 違法伐採の現況把握や違法伐採木材を
識別するための技術開発

◇ 民間部門における取組への協力



二国間協力（１）

○ 日本とインドネシア間において「共同発表」及び「アク
ションプラン」を策定・公表。〔平成15年（2003年）６月〕

○「共同発表」（違法伐採及び違法に伐採された木材と木製品の国際貿易に取り組むための協力に関す
る日本国政府及びインドネシア共和国政府との間の共同発表）

・協力の理念・目的

・協力分野：①合法性確認システムの開発、②市民社会の
関与の奨励、③情報収集・交換、④法執行機関間協力、
⑤人材開発等

○「アクションプラン」（違法伐採及び違法に伐採された木材と木製品の国際貿易に取り組むための
協力に関する日本国農林水産省とインドネシア共和国林業省との間の行動計画）

・各協力分野において短期的・中期的・長期的に取り組む
べき措置内容を具体的に記載

→現在、両国間で木材トレーサビリティ技術を開発中



二国間協力（２）

○ 日・インドネシア共同声明「新たな挑戦へのパートナー」
〔平成17年(2005年）６月〕

・11（違法伐採との闘い）両首脳は、2003年の共同発表及び
行動計画に包含されている、法令順守の検証のための
システム開発を含め、違法伐採及び違法に伐採された木
材及び木材製品の取引との闘いに関する協力を強化す
る必要性(the need for strengthening cooperation on 
combating illegal logging and trade)を再確認した。両首脳
は、アジア森林パートナーシップ（ＡＦＰ）及び国際熱帯木
材機関（ＩＴＴＯ）が、この問題に関する地域的及び多国間
の協力にとって良い基礎を提供することを認識した。



地域間協力

○「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ＷＳＳＤ）」（通称ヨハネスブ
ルグ・サミット）〔平成14年（2002年）8月〕

→アジア地域の持続可能な森林経営を推進することを目的として、アジ
ア森林パートナーシップ（ＡＦＰ）が発足

○ＡＦＰは、平成14年(2002年）の第１回会合から平成16年（2004年）の
第4回会合まで開催

・違法伐採対策
・森林火災予防
・荒廃地復旧
・再植林 等
アジア地域の森林・林業の諸課題に関する取組や協力について検討



多国間協力

○国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）が、国際熱帯木材協
定（ＩＴＴＡ）に基づき、昭和61年（1986年）に設立。

・我が国は設立時からプロジェクトへの資金協力や
横浜への本部設置等において主導的な役割

・違法伐採問題については、平成15年度（2003年

度）から、熱帯木材生産国における違法伐採木
材の制御を目的とした総合情報システムの開発
等に資金拠出



技術開発

◇実効性を伴う違法伐採対策を推進するためには、
・違法伐採地域の現在状況の正確な把握
・違法伐採材をその他の材から識別
が前提として必要
→ このため、日本政府として、
・衛星データを用いて森林の現況や伐採状況を把握し、こ

れを土地利用計画図や伐採計画図等と照合することに
より識別する技術の開発を推進

・本年度からは、日・インドネシア「アクションプラン」に基づ
き木材輸出国において導入可能なトレーサビリティ技術
の開発を開始



民間部門における取組に対する協力

◇違法伐採対策は政府における取組だけでなく、実際の木
材流通に関与する民間部門における取組も重要

→ 日本政府として、国内の木材関連団体等が行う検討に
対し必要な協力を実施

○（社）全国木材組合連合会は、「森林の違法伐採に関す
る声明（Declaration on Illegal Logging)」を公表（平成14
年(2002年）11月）

・「全木連は、傘下の木材業界に対し、明らかに違法に伐採
され、又は不法に輸入された木材を取り扱わないよう勧
告する。また、違法性が疑われる木材の取扱いについて
は慎重になるよう勧告する。」



我が国の違法伐採対策

アジア森林
パートナーシップ

（ＡＦＰ）

アジアを中心とする諸国、国際機
関、NGO等（１７ヶ国等）が参加し、

違法伐採対策等で協力

・違法伐採に関する情報交換、
啓発活動等を実施

木材生産国、木材消費国及びＥ
Ｕを含む５８カ国による組織

・木材貿易データの不一致に関
する調査

インドネシアにおける違法伐採問題に関する日・インドネシ
ア間の協力

インドネシア

共同発表

アクションプラン策定

参画

技術開発等に対する支援

・木材輸出国における木材ト
レーサビリティ技術の開発

・衛星データを用いた森林状
況の把握技術の開発

参画・支援

日 本
国際熱帯木材機関
（ＩＴＴＯ）

二国間、多国間の国際協力や国際機関を通じて、違法伐採対策を推進

・2003年（平成15年）６月に日本とインドネシアの間で違法伐採対策のため

の協力に関する「共同発表」・「アクションプラン」に関係閣僚が署名

・2002年（平成14年）のヨハネスブルグ・サミットで発足した「アジア森

林パートナーシップ」に主要パートナーとして参加

・国連の機関である国際熱帯木材機関（本部：横浜）への資金拠出

インドネシアで生産される木材の50％以上が違法伐採木
材であるとの報告。（英・インドネシア政府の共同調査）



英国政府
木材製品の納入業者

英国の木材調達政策の概要

入札で調達

合法性・持続可能性
の証明

木材貿易連合（ＴＴＦ）

・「環境行動規範」を策定し、傘下企
業での遵守を徹底。

・購入元企業のリスク評価を行う「木
材取扱指針」を策定。

「アドバイス・ノート」を策定

（２００４年６月）

木材製品に関する
専門家中央機関

（ＣＰＥＴ）

木材製品の調達に関する情報提供

情報提供

情報提供

TTF :
Timber
Trade
Federation 

CPET :
Central
Point of
Expertise on
Timber

ポイント

・中央政府の木材調達については、合法な木材に限るとともに、持続可能な森林経営が
なされている森林から産出した木材を可能な限り活用

・木材製品の納入業者は、調達された木材製品について、政府から求められた場合は、
合法性・持続可能性を証明する書類を提出

・「木材製品に関する専門家中央機関」が木材製品の政府調達について情報を提供

・「木材貿易連合」が、違法伐採対策への取組として、「環境行動規範」と「木材取扱指

針」を策定

情報提供

連携

（木材調達指導指針）

シーペット

ティーティーエフ



欧州閣僚理事会

（意思決定機関）

理事会
規則案
の提出
を要求

合法性証明システム
の構築・実施に必要
な協力

権限ある当局の
ＦＬＥＧＴ証明書を

付して輸出

政府間協定の締結

ＥＵのＦＬＥＧＴ証明制度(案)の概要

Ｅ Ｕ 木材生産国

協定締結国

合法性証明システム
の構築・実施

FLEGT :
Forest Law Enforcement,
Governance and Trade 

理事会規則
案を提出

（2004年７月）

欧州委員会

（執行機関）

ポイント

・ＥＵとＥＵへ木材を輸出する木材生産国との間で、次の内容の政府間協定を締結する。

① 政府間協定を締結した木材生産国はＥＵへ輸出する木材にＦＬＥＧＴ証明書（合法性

証明書）の添付を義務付け。

② EUは当該木材生産国における合法性証明システムの構築・実施へ支援。

・政府間協定の締結を行わない国については、従前のとおりの手続きで輸入を受け入れ。

フレッグ・ティー



違法伐採対策の新たな取組方向（１）

○「グレンイーグルズ行動計画－気候変動、クリーン・エネ
ルギー、持続可能な開発（違法伐採部分抜粋）」

36.我々は、違法伐採がアフリカ及びその他のすべての地域における最
貧国の多くの人々の生計に与える影響、また、環境劣化、生物多様
性の損失と森林破壊、そして世界的な持続可能な成長に対する影
響を認識する。我々は、特にコンゴ盆地、アマゾン地域を含む、世界
的な炭素吸収源の重要性を認識する。

37.我々は、違法伐採に取り組むことが森林の持続可能な経営に向けた
重要な一歩であることに合意する。この問題に効果的に対処するた
めには、木材生産国及び消費国双方の行動が必要である。

38.我々は、Ｇ８環境・開発大臣会合の違法伐採についての結論を承認
する。この分野における我々の目的をさらに推進するため、我々は
同会合において支持された結論（※）を各国が最も効果的に貢献で
きる分野において行動することにより、推進する。



違法伐採対策の新たな取組方向（２）

（※）Ｇ８環境・開発大臣会合（平成17年３月）の閣僚声明に
おける結論

①木材生産国への支援

②ＷＴＯルールを順守しつつ貿易に関する自主的な二国間
貿易協定やその他の取り決めを通じて違法伐採木材の
輸入と市場売買を止めるための段階的取組

③合法な木材を優先して使用する木材公共調達政策の奨
励、採択又は拡大

④違法伐採対策に関する各国の進捗状況を評価し、その
経験を共有し、結果を公表するための2006年中のＧ８森
林専門家会合の開催



違法伐採対策の新たな取組方向（３）

「日本政府の気候変動イニシアティブ」
○日本は、政府調達、行動規範の策定、生産国支援、Ｇ８

森林行動プログラムのフォローアップを通じて違法伐採
対策に取り組みます。

・「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え
方に基づき、「グリーン購入法」を用い、政府調達の対象
を合法性、持続可能性が証明された木材とする措置を導
入します。

・アジア森林パートナーシップ、日インドネシア共同声明、ア
クションプランの実施等を通じ、違法伐採木材の輸入や
取引を止めるための任意の行動規範の策定に向け、各
国への働きかけを行います。（次頁へ）



違法伐採対策の新たな取組方向（４）

（承前頁）

・日・インドネシア二国間協力や国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）
を通じた協力により、履歴追跡システムの開発、ガバナ
ンスの向上、腐敗防止のための教育、普及・啓発、貧困
対策、合法性の基準や確認・監視システムの構築、貿易
統計の分析による違法木材取引の把握等総合的な取組
を推進します。

・Ｇ８森林行動プログラムのフォローアップとして、2006年中

にＧ８各国の専門家による議論を進めます。



違法伐採対策の新たな取組方向（５）

○国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（平成12年法律第100号）：通称

「グリーン購入法」

・環境負荷の低減に資する物品・役務（環境
物品等）について、国等の公的部門におけ
る調達を推進することにより、環境負荷の
少ない持続可能な社会の構築を図ろうと
するもの。



違法伐採対策の新たな取組方向（６）

・具体的には、国は、国（国会、裁判所、各府省等）
及び独立行政法人等における環境物品の調達
の推進に関する「基本方針」を定め、各省各庁の
長及び独立行政法人等の長は、毎年度「基本方
針」に即して「調達方針」を作成するとともに、同
方針に基づき当該年度の調達を行う。

・また、都道府県、市町村及び地方独立行政法人
についても、努力義務として、毎年度「調達方針」
を作成するよう努めるものとされている。



補 論（１）

○近年、注目すべき動向として、国内の民間企業において
木材原料の調達方針を自主的に策定する動き

（例）木材原料の調達方針（製紙会社）（平成17年(2005年）４月発表）

「原料のトレーサビリティの確保
木材原料の出所を遡り、原料が適正に管理された森林より生産され
たものである事を確認する。
特に違法伐採による木材は購入しない。
このために、当社が調達する木材原料のサプライヤーを対象に原料
の産地、森林の管理方法などを継続的に調査し、原料のトレーサビ
リティを確保する。この精度を上げるべくサプライヤーに、原料の出
所情報を常時把握するよう指導を行う。トレースの結果については
監査を行う。」



補 論（２）

○ 「森林の違法伐採に関する声明」（抄）

〔Declaration on Illegal Logging〕

平成１４年（２００２年）１１月
（社）全国木材組合連合会

４．全木連は、傘下の木材業界に対し、明らかに違法に伐
採され、又は不法に輸入された木材を取り扱わないよう
勧告する。また、違法性が疑われる木材の取扱いについ
ては慎重になるよう勧告する。



補 論（３）

○経済財政運営と構造改革に関する基本方
針2005（平成17年6月21日閣議決定）（抄）

※いわゆる「骨太の方針」

「『違法に伐採された木材は使用しない』とい
う基本的考え方に基づき、違法伐採対策
を推進する」
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終 了


